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今
月
は
、「
復
興
特
別
法
人
税
」

を
納
め
る
場
合
に
控
除
で
き
る
税

額
の
計
算
や
申
告・納
付
に
つ
い
て
ご

説
明
し
ま
す
。

1
．控
除
で
き
る
税
額
の
計
算

　
復
興
特
別
法
人
税
は
、東
日
本
大

震
災
か
ら
の
復
興
の
施
策
を
実
施

す
る
た
め
の
財
源
確
保
と
し
て
創
設

さ
れ
ま
し
た
。

　
原
則
と
し
て
、平
成
24
年
4
月
1

日
以
後
開
始
事
業
年
度
か
ら
三
事

業
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
、基
準

法
人
税
額
に
100
分
の
10
の
税
率
を

乗
じ
て
計
算
し
ま
す
。

　
こ
の
計
算
し
た
金
額
か
ら
、復
興

特
別
所
得
税
額
が
控
除
さ
れ
ま
す
。

　
法
人
が
受
け
取
る
銀
行
預
金
の

利
息
な
ど
か
ら
、通
常
の
所
得
税
に

加
え
て
、さ
ら
に
源
泉
徴
収
さ
れ
る

の
が
復
興
特
別
所
得
税
で
す
。

　
そ
の
金
額
は
、通
常
源
泉
徴
収
さ

れ
る
所
得
税
額
に
100
分
の
2.1
の
税
率

を
乗
じ
て
計
算
し
た
も
の
で
す
。

　
こ
の
復
興
特
別
所
得
税
は
、あ
く

ま
で
も
復
興
特
別
法
人
税
額
か
ら

控
除
す
る
も
の
で
す
か
ら
、通
常
の

法
人
税
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

　
復
興
特
別
所
得
税
額
は
通
常
の

法
人
税
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
の
で
、復
興
特
別
法
人
税

額
が
な
い
場
合
に
は「
各
課
税
事
業

年
度
の
復
興
特
別
法
人
税
に
関
す

る
申
告
書
」を
使
用
し
て
還
付
の
申

請
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

〈
設
例
〉

利
子
等
の
徴
収
税
額
の
明
細
が
な

く
、手
取
り
額
し
か
分
か
ら
な
い
場

合
の
計
算
。

手
取
り
額
が
1
，0
8
4
円
な
ら
、

①
利
子
等
の
総
額
の
計
算

　
1
，0
8
4
÷
0
．7
9
6
8
5（
＊
）＝

1
，3
6
0
．3
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…

　（
＊
）0
．7
9
6
8
5
は
、1
か
ら
所

得
税
と
復
興
特
別
所
得
税
及
び
利

子
割
の
税
率
を
合
計
し
た
も
の
を

控
除
し
た
割
合
で
す
。

②
所
得
税
額（
1
，3
6
0
円×

15
%

204
円

③
復
興
特
別
所
得
税
額（
②×

2.1
%
）＝
4
，2
8
4（
円
未
満
切
捨
）

4
円

④
利
子
割
額（
1
，3
6
0
円×

5
%
）

68
円

2
．申
告・納
付

　（
1
）申
告・納
付

　
復
興
特
別
法
人
税
は
、各

事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る

法
人
税
と
同
様
に
、事
業
年

度
終
了
の
日
の
翌
日
か
ら

2
ヶ
月
以
内
に
納
税
地
の
所

轄
税
務
署
長
に
対
し
て
申
告

書
を
提
出
し
、復
興
特
別
法

人
税
額
が
あ
る
と
き
は
、申

告
期
限
ま
で
に
国
に
納
付
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　（
2
）還
付

　
控
除
を
受
け
る
復
興
特
別

所
得
税
の
額
で
復
興
特
別
法

人
税
の
計
算
上
、控
除
し
き

れ
な
か
っ
た
も
の
が
あ
る
と
き

に
は
、還
付
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

（
3
）法
人
税
減
税
と
復
興
特
別

　
　
法
人
税
の
創
設
の
影
響

　
平
成
23
年
度
の
改
正
に
よ

り
、法
人
税
率
が
引
下
げ
ら

れ
る
一
方
で
復
興
特
別
法
人

税
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
が
、

改
正
前
後
の
税
負
担
を
比
較

し
て
み
ま
す
と
、改
正
後
の
方

が
、減
少
し
て
い
ま
す
。

　
い
ま
だ
に
、申
告・納
付
等
の
期
限

延
長
が
な
さ
れ
た
ま
ま
の
被
災
地

域
が
あ
る
福
島
県
に
つ
い
て
は
、そ
の

適
用
を
見
合
わ
せ
る
な
ど
の
考
慮

が
あ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
の
か

と
思
い
ま
す
。

税
の
ミ
ニ
通
信

創
設
さ
れ
た「
復
興
特
別
法
人
税
」の
取
扱
い

創
設
さ
れ
た「
復
興
特
別
法
人
税
」の
取
扱
い

東
北
税
理
士
会 

郡
山
支
部

税
理
士 

丹
野
喜
美
子

郡山法人会のホームページから無料でセミナーが視聴できます

経営、人材育成他、受講したい多彩なコンテンツの中から
好きな物だけを選び、24時間アクセス可能で、
時間を気にせずに何回でも受講できます。

http://www.koriyama-hojinkai.or.jp/

会 員 I D
パスワード

：1101
：1005
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